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本号で公布された条例のあらま本号で公布された条例のあらましし

◎ 知事等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例（条例第19号）

１ 改正の理由及び主な内容

一般職及び特別職の給料について減額措置を講ずるため、所要の改正を行うこととしました。

２ 施行期日

この条例は、平成25年７月１日から施行することとしました。

◎ 宮崎県緊急雇用創出事業臨時特例基金条例の一部を改正する条例（条例第20号）

１ 改正の理由及び主な内容

離職を余儀なくされた非正規労働者、中高年齢者等の一時的な雇用・就業機会の創出を図る事業等を実施するため、宮崎県

緊急雇用創出事業臨時特例基金の設置期間を延長するための改正を行うこととしました。

２ 施行期日

この条例は、公布の日から施行することとしました。

知事等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成25年６月28日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県条例第19号

知事等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例

知事等の給与の特例に関する条例（平成23年宮崎県条例第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（職員給与条例の特例）

第８条 平成25年７月１日から平成26年３月31日までの間（以下「

特定期間」という。）においては、職員給与条例第３条第１項各

号に掲げる給料表の適用を受ける職員（地方公務員法（昭和25年

法律第 261号）第３条第２項に規定する一般職に属する職員（大

学の学長を除く。）をいう。以下この条において同じ。）に対す

る給料月額（職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の

採用等に関する条例の一部を改正する条例（平成17年宮崎県条例

第76号）附則第７条の規定による給料を含む。以下この条におい

て同じ。）の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当

該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄

に掲げる職務の級の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める割



宮 崎 県 公 報平成 25年 ６ 月 28日（金曜日） 号外 第 38号

害 2害

２ 特定期間においては、職員給与条例第９条の２第１項から第４

項までの規定により支給される給与の支給に当たっては、当該職

員に適用される次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に

定める額を減ずる。

（１） 職員給与条例第９条の２第１項 前項に定める額

（２） 職員給与条例第９条の２第２項又は第３項 前項に定める

割合職務の級給料表

100分の 4．4

100分の 5．9

100分の 7．5

２級以下

３級から５級まで

６級以上

行政職

給料表

100分の 4．4（職員給与条例

第８条第５項に規定する人事

委員会規則で定める割合（以

下「役職加算割合」という。

）が 100分の５の者にあって

は 100分の 5．9）

100分の 5．9

100分の 7．5

２級以下

３級から６級まで

７級以上

公安職

給料表

100分の 4．4（役職加算割合

が 100分の５の者にあっては

100分の 5．9）

100分の 5．9

100分の 7．5

１級

２級及び３級

４級

教育職

給料表

（一）

100分の 4．4（役職加算割合

が 100分の５の者にあっては

100分の 5．9）

100分の 5．9

100分の 7．5（役職加算割合

が 100分の10の者にあっては

100分の 5．9）

２級以下

特２級

３級以上

教育職

給料表

（二）

100分の 4．4

100分の 5．9

100分の 7．5

１級

２級から４級まで

５級

研究職

給料表

100分の 4．4

100分の 5．9

100分の 7．5（役職加算割合

が 100分の10の者にあっては

100分の 5．9）

１級

２級

３級以上

医療職

給料表

（一）

100分の 4．4（役職加算割合

が 100分の５の者にあっては

100分の 5．9）

100分の 5．9

100分の 7．5（役職加算割合

が 100分の10の者にあっては

100分の 5．9）

３級以下

４級及び５級

６級以上

医療職

給料表

（二）

100分の 4．4（役職加算割合

が 100分の５の者にあっては

100分の 5．9）

100分の 5．9

100分の 7．5（役職加算割合

が 100分の10の者にあっては

100分の 5．9）

３級以下

４級及び５級

６級

医療職

給料表

（三）

合（以下この条において「支給減額率」という。）を乗じて得た

額に相当する額を減ずる。
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額に 100分の80を乗じて得た額

（３） 職員給与条例第９条の２第４項 前項に定める額に、同条

第４項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗

じて得た額

３ 特定期間においては、職員給与条例第８条の９に規定する勤務

１時間当たりの給与額は、職員給与条例第８条の８の規定にかか

わらず、同条の規定により算出した額から、給料月額に12を乗じ

、その額を１週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから同条に

規定する人事委員会規則で定める時間を減じたもので除して得た

額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた

額とする。

４ 特定期間においては、職員給与条例附則第13項の規定の適用を

受ける職員に対する前３項の規定の適用については、第１項中「

、給料月額に」とあるのは「、給料月額から職員給与条例附則第

13項第１号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第２項中

「前項」とあるのは「第４項の規定により読み替えられた前項」

と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から職

員給与条例附則第15項の規定により給与額から減ずることとされ

る額に相当する額を減じた額に」とする。

（市町村立学校職員給与条例の特例）

第９条 特定期間においては、市町村立学校職員給与条例別表教育

職給料表の適用を受ける職員に対する給料月額（市町村立学校職

員の給与等に関する条例の一部を改正する条例（平成17年宮崎県

条例第88号）附則第６項の規定による給料を含む。以下この条に

おいて同じ。）の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に

、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の

中欄に掲げる職務の級の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定め

る割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

２ 特定期間においては、市町村立学校職員給与条例附則第13項の

規定の適用を受ける職員に対する前項の規定の適用については、

前項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から市町村立学

校職員給与条例附則第13項に定める額に相当する額を減じた額に

」とする。

（外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関す

る条例の特例）

第10条 特定期間においては、外国の地方公共団体の機関等に派遣

される職員の処遇等に関する条例（昭和63年宮崎県条例第４号）

第４条第１項の規定の適用については、同項中「給料」とあるの

は、「給料月額（知事等の給与の特例に関する条例（平成23年宮

崎県条例第４号）第８条第１項及び第２項（同条第４項の規定に

より読み替えて適用する場合を含む。）の規定の適用があるもの

については、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ず

ることとされる額に相当する額を減じた額とする。）」とする。

（公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の特例）

第11条 特定期間においては、公益的法人等への職員の派遣等に関

する条例（平成13年宮崎県条例第49号）第４条の規定の適用につ

割合職務の級給料表

100分の 4．4（役職加算割合

が 100分の５の者にあっては

100分の 5．9）

100分の 5．9

100分の 7．5（役職加算割合

が 100分の10の者にあっては

100分の 5．9）

２級以下

特２級

３級以上

教育職

給料表
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いては、同条中「給料」とあるのは、「給料月額（知事等の給与

の特例に関する条例（平成23年宮崎県条例第４号）第８条第１項

及び第２項（同条第４項の規定により読み替えて適用する場合を

含む。）の規定の適用があるものについては、当該額からこれら

の規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額

を減じた額とする。）」とする。

（職員の育児休業等に関する条例の特例）

第12条 特定期間においては、職員の育児休業等に関する条例（平

成４年宮崎県条例第６号）第26条の規定の適用については、同条

中「職員の給与に関する条例第８条の８」とあるのは、「知事等

の給与の特例に関する条例（平成23年宮崎県条例第４号）第８条

第３項（同条第４項の規定により読み替えて適用する場合又は同

条例第16条第３項において準用する場合を含む。）」とする。

（職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の特例）

第13条 特定期間においては、職員の勤務時間、休日及び休暇に関

する条例（昭和28年宮崎県条例第43号）第８条の２第３項の規定

の適用については、同項中「同条例第８条の８」とあるのは、「

知事等の給与の特例に関する条例（平成23年宮崎県条例第４号）

第８条第３項（同条第４項の規定により読み替えて適用する場合

又は同条例第16条第３項において準用する場合を含む。）」とす

る。

（職員の修学部分休業に関する条例の特例）

第14条 特定期間においては、職員の修学部分休業に関する条例（

平成17年宮崎県条例第３号）第３条第１項の規定の適用について

は、同項中「給料の月額及び人事委員会規則で定める額の合計額

に12を乗じ、その額を１週間当たりの勤務時間に52を乗じたもの

から人事委員会規則で定める時間を減じたもので除して得た額」

とあるのは、「知事等の給与の特例に関する条例（平成23年宮崎

県条例第４号）第８条第３項（同条第４項の規定により読み替え

て適用する場合又は同条例第16条第３項において準用する場合を

含む。）に規定する勤務１時間当たりの給与額」とする。

（職員の高齢者部分休業に関する条例の特例）

第15条 特定期間においては、職員の高齢者部分休業に関する条例

（平成17年宮崎県条例第４号）第３条第１項の規定の適用につい

ては、同項中「給料の月額及び人事委員会規則で定める額の合計

額に12を乗じ、その額を１週間当たりの勤務時間に52を乗じたも

のから人事委員会規則で定める時間を減じたもので除して得た額

」とあるのは、「知事等の給与の特例に関する条例（平成23年宮

崎県条例第４号）第８条第３項（同条第４項の規定により読み替

えて適用する場合又は同条例第16条第３項において準用する場合

を含む。）に規定する勤務１時間当たりの給与額」とする。

（一般職の任期付職員の採用等に関する条例の特例）

第16条 特定期間においては、一般職の任期付職員の採用等に関す

る条例（平成15年宮崎県条例第１号。以下「任期付職員条例」と

いう。）の適用を受ける職員であって、任期付職員条例第２条第

１項の規定により任期を定めて採用されたものに対する給料月額

の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げ

る職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当

する額を減ずる。

（１） 任期付職員条例第７条第１項に規定する給料表の適用を受

ける職員であってその号給が１号給から４号給までのもの 1

00分の 5．9

（２） 任期付職員条例第７条第１項に規定する給料表の適用を受

ける職員であって、その号給が５号給以上のもの及び同条第３
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附 則

項の規定による給料月額を受ける職員 100分の 7．5

２ 特定期間においては、任期付職員条例第７条第４項の規定の適

用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額から

、給料月額に知事等の給与の特例に関する条例（平成23年宮崎県

条例第４号）第16条第１項各号に掲げる職員の区分に応じ当該各

号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減じた額」とする

。

３ 特定期間においては、第８条第３項の規定は、第１項の規定の

適用を受ける職員に対する職員給与条例第８条の９の規定により

支給される勤務１時間当たりの給与額の算出について準用する。

（端数計算）

第17条 第８条から前条までの規定により、給与の支給に当たって

減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に１円未

満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

（委任）

第18条 第８条から前条までに定めるもののほか、これらの条の施

行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

附 則

（特定期間における特例）

３ 特定期間における第１条から第６条までの規定の適用について

は、第１条本文中「 100分の20」とあるのは「 100分の25」と、

「 100分の10」とあるのは「 100分の15」と、第２条から第６条

までの規定中「 100分の５」とあるのは「 100分の10」とする。

附 則

この条例は、平成25年７月１日から施行する。

宮崎県緊急雇用創出事業臨時特例基金条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成25年６月28日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県条例第20号

宮崎県緊急雇用創出事業臨時特例基金条例の一部を改正する条例

宮崎県緊急雇用創出事業臨時特例基金条例（平成21年宮崎県条例第８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

改正後改正前

附 則

２ この条例は、平成28年３月31日限り、その効力を失う。

附 則

２ この条例は、平成26年３月31日限り、その効力を失う。
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